
証券コード　5941
2021年６月14日

株 主 各 位
大阪市生野区南五丁目４番14号

代表取締役社長 中 西 一 真

第65期定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
　さて、当社第65期定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご通知
申しあげます。
　新型コロナウイルス感染症の感染拡大が、変異株の発生の影響も受けて再
び強まり、３度目の緊急事態宣言が出される都道府県もあるなど、未だに収
まりを見せず、政府や各知事から外出自粛の要請や解除等、社会的に混迷の
事態に至っております。この状況を受け、慎重に検討いたしました結果、本
株主総会につきましては、適切な感染防止策を実施させていただいた上で、
開催させていただくことといたしました。
　株主の皆様におかれましては、外出自粛が要請される状況にも鑑み、本株
主総会につきましては、極力、書面により事前の議決権行使をいただき、株
主総会当日のご来場をお控えいただくよう強くお願い申しあげます。
　お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討くださいまして、同封の議
決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2021年６月28日（月
曜日）午後５時30分までに到着するようご送付くださいますようお願い申し
あげます。

敬　具
記

１．日 時 2021年６月29日（火曜日）午前10時
２．場 所 大阪市北区天満橋一丁目８番30号　ＯＡＰタワー24階

ＴＫＰガーデンシティ大阪ＯＡＰタワー
（末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。）

３．目 的 事 項
報 告 事 項 第65期（2020年４月１日から2021年３月31日まで）

事業報告および計算書類報告の件
決 議 事 項

第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 取締役５名選任の件
第３号議案 監査役１名選任の件

以　上
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　当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出
くださいますようお願い申しあげます。
　なお、株主総会参考書類、事業報告および計算書類に修正が生じた場合は、イ
ンターネット上の当社ウェブサイト（https://www.nakanishi.co.jp/）に掲載さ
せていただきます。

<株主様へのお願い>
・株主総会当日までの感染拡大の状況や政府等の発表内容等により対応を更新す

る 場 合 が ご ざ い ま す 。 イ ン タ ー ネ ッ ト 上 の 当 社 ウ ェ ブ サ イ ト
（https://www.nakanishi.co.jp/）より、発信情報をご確認くださいますよう
お願い申しあげます。

・会場受付付近で、株主様のためのアルコール消毒液を配備いたします。なお、
ご来場の株主様は、マスク持参・着用をお願い申しあげます。

・会場入口付近で検温をさせていただき、発熱があると認められる方、体調不良
と思われる方は、入場をお断りし、お帰りいただく場合がございます。

・株主総会の運営スタッフは、検温を含め、体調を確認の上、マスク着用で応対
をさせていただきます。

・本総会においては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため開催時間
を短縮する観点から、議場における報告事項（監査報告を含みます）および議
案の詳細な説明は省略させていただきます。株主様におかれましては、事前に
本招集ご通知にお目通しいただきますようお願い申しあげます。

・本事案の趣旨に鑑み、株主総会にご出席の株主様にお配りしておりましたお土
産は中止とさせていただきます。何卒ご理解賜りますようお願い申しあげま
す。
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（添付書類）

事　 業　 報　 告

( 2020年４月１日から
2021年３月31日まで )

１．会社の現況に関する事項
(1) 事業の経過およびその成果

　当期におけるわが国経済は、通期にわたって世界的な新型コロナウイルス
感染症の拡大の影響に伴う経済活動、消費活動が制約され、極めて不確実性
の高い状況が続きました。
　このような状況のもと、当社におきましては、コロナ禍での社会状況も踏
まえつつ、総合厨房機器メーカーとして、得意とする省人化された効率的な
大量調理・洗浄システムはもとより、食中毒や異物混入問題といった以前か
ら注目されている「食の安全・安心」の課題克服にも目を向け、様々な顧客
ニーズに対応した厨房機器・厨房システムの提案を心がけ、営業部門、生産
部門および管理部門の各部門が一体となって業績の向上に取り組んでまいり
ました。
　以上の結果、当期の売上高は、主力の学校関連の受注が期末にやや回復し
たこと、デリバリー関連の客先からの受注が好調であったことから、286億41
百万円（前年同期比2.2％減）となりました。利益面につきましては販売費お
よび一般管理費の減少によって、売上高の減少や売上総利益率の低下の影響
を補い、営業利益は13億15百万円（前年同期比3.3％増）、経常利益は14億16
百万円（前年同期比1.2％増）、当期純利益は９億31百万円（前年同期比1.2％
増）となりました。

（品目別売上高の状況） （単位：百万円）

品 目 別
第64期(2020年３月期)

(2019年４月１日から
2020年３月31日まで)

第65期(2021年３月期)

( 2020年４月１日から
2021年３月31日まで)

％ ％
洗 浄 機 ・ 消 毒 機 6,006 20.5 4,628 16.2

調 理 機 器 10,715 36.6 12,556 43.8

そ の 他 12,463 42.5 11,344 39.6

業 務 用 厨 房 機 器
製 造 販 売 事 業 （ 計 ）

29,185 99.6 28,529 99.6

不動産賃貸事業（計） 111 0.4 112 0.4

合 計 29,297 100.0 28,641 100.0

(2) 設備投資の状況

　特記すべき事項はございません。
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(3) 資金調達の状況

　特記すべき事項はございません。

(4) 直前３事業年度の財産および損益の状況

区　分
第 62 期

(2018年３月期)
第 63 期

(2019年３月期)
第 64 期

(2020年３月期)
第65期(当期)

(2021年３月期)

売 上 高 （百万円） 26,932 25,580 29,297 28,641

経 常 利 益 （百万円） 2,032 1,355 1,400 1,416

当 期 純 利 益 （百万円） 1,307 956 920 931

１株当たり当期純利益 （円） 207.40 151.82 145.99 147.76

純 資 産 （百万円） 14,225 14,836 15,508 16,379

総 資 産 （百万円） 24,529 25,164 25,356 25,919

１株当たり純資産額 （円） 2,257.18 2,354.02 2,460.65 2,598.89

（注）１株当たり当期純利益は期中平均株式数、１株当たり純資産額は期末発行済株式数に基づ

き算出しております。

(5) 重要な親会社および子会社の状況

①　重要な親会社の状況

　該当事項はありません。

②　重要な子会社の状況

　該当事項はありません。

(6) 対処すべき課題

　今後の見通しにつきましては、新型コロナウイルス感染症の収束がいつに

なるのか、未だに不透明な状況であり、引き続き不確実性の高い経済環境が

続くものと予測されます。

　このような状況のなかで、当社は、より人手に頼らず、業務の効率化に対

する意識が高まってきた社会のトレンドをとらえ、衛生的で合理的な厨房シ

ステム機器や環境にも配慮した省エネタイプの製品開発等に力を注ぎながら、

主要販売先である学校・病院・事業所・外食産業分野への厨房システムの販

売力強化に向けて、営業部門、生産部門および管理部門の各部門が一体とな

って取り組み、業績向上に向けてまい進する所存でございます。

　株主の皆様におかれましては、今後とも一層のご指導、ご支援を賜ります

よう心からお願い申しあげます。
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(7) 主要な事業内容（2021年３月31日現在）

　当社は、集団給食設備・衛生水道設備の設計施工および総合厨房機械器具・

食品加工機械器具の製造ならびに販売を主な事業としております。

(8) 主要な営業所および工場（2021年３月31日現在）

本 社 東京、大阪

支 店
北海道（札幌市）、東北（仙台市）、北関東（さいたま市）、
東関東（千葉市）、東京、名古屋、大阪、中四国（広島市）、
九州（福岡市）

営 業 所

旭川、帯広、北見、釧路、青森、盛岡、秋田、山形、福島、宇都宮、
群馬（高崎市）、新潟、杉並、練馬、多摩（府中市）、横浜、長野、
富山、金沢、福井、岐阜、静岡、伊東、津、伊賀、京都、神戸、奈
良（大和郡山市）、岡山、山口、徳島、高松、松山、長崎、熊本、
大分、宮崎、鹿児島、那覇

工 場 奈良（大和郡山市）、群馬（伊勢崎市）

物 流 セ ン タ ー 三重（伊賀市）

(9) 使用人の状況（2021年３月31日現在）

使 用 人 数 前 期 末 比 増 減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

585名 22名増 39.7歳 11.1年

（注）上記使用人数には、嘱託27名ならびにパートタイマー20名を含んでおりません。

(10) 主要な借入先の状況（2021年３月31日現在）

借 入 先 借 入 額

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 1,050百万円

株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 350百万円

株 式 会 社 り そ な 銀 行 100百万円

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 100百万円

日 本 生 命 保 険 相 互 会 社 100百万円
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２．会社の株式に関する事項（2021年３月31日現在）

(1) 発行可能株式総数 17,000,000株

(2) 発行済株式の総数 6,306,000株

(3) 株主数 901名

(4) 大株主（上位10名）

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

Ｃ Ｇ Ｍ Ｌ 　 Ｐ Ｂ 　 Ｃ Ｌ Ｉ Ｅ Ｎ Ｔ
ＡＣＣＯＵＮＴ／ＣＯＬＬＡＴＥＲＡＬ 586千株 9.2％

中 西 一 真 550千株 8.7％

中 西 製 作 所 取 引 先 持 株 会 489千株 7.7％

ＭＬＩ　ＦＯＲ　ＣＬＩＥＮＴ　ＧＥＮＥＲ
ＡＬ　ＯＭＮＩ　ＮＯＮ　ＣＯＬＬＡＴＥＲ
Ａ Ｌ 　 Ｎ Ｏ Ｎ 　 Ｔ Ｒ Ｅ Ａ Ｔ Ｙ － Ｐ Ｂ

400千株 6.3％

中 西 昭 夫 326千株 5.1％

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 306千株 4.8％

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 301千株 4.7％

ＢＢＨ　ＦＯＲ　ＦＩＤＥＬＩＴＹ　Ｐ
ＵＲＩＴＡＮ　ＴＲ：　ＦＩＤＥＬＩＴ
Ｙ　ＳＲ　ＩＮＴＲＩＮＳＩＣ　ＯＰＰ
ＯＲＴＵＮＩＴＩＥＳ　ＦＵＮＤ

250千株 3.9％

中 西 製 作 所 従 業 員 持 株 会 201千株 3.1％

フ ク シ マ ガ リ レ イ 株 式 会 社 185千株 2.9％

（注）持株比率は自己株式（3,521株）を控除して計算しております。

３．会社の新株予約権等に関する事項

　該当事項はありません。
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４．会社の役員に関する事項
(1) 取締役および監査役の状況（2021年３月31日現在）

地 位 氏 名 担当および重要な兼職の状況

代 表 取 締 役 社 長 中 西 一 真

専 務 取 締 役 栫 井 正 博 営 業 本 部 長

常 務 取 締 役 小 松 順 一 生 産 本 部 長

取 締 役 樋 口 耕 三 営 業 副 本 部 長

取 締 役  井 一 成
堂 島 総 合 法 律 事 務 所
パ ー ト ナ ー 弁 護 士

取 締 役 長 昌 ル ミ 社会福祉法人隆生福祉会理事

監 　 査 　 役 （ 常 勤 ） 松 田 陽 一

監 査 役 伊 藤 卓 也

監 査 役 権 藤 健 一
弁護士法人権藤＆パートナーズ
代 表 社 員

監 査 役 横 林 史 郎 横 林 史 郎 税 理 士 事 務 所 代 表

（注）１．取締役井一成および取締役長昌ルミの両氏は、社外取締役であります。

２．監査役伊藤卓也、監査役権藤健一および監査役横林史郎の各氏は、社外監査役であり
ます。

３．監査役横林史郎氏は、税理士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度
の知見を有しております。

４．当社は、取締役井一成、取締役長昌ルミ、監査役権藤健一および監査役横林史郎の
各氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出てお
ります。

５．当社と社外取締役および社外監査役の重要な兼職先との間には、特別の関係はありま
せん。

６．役員等賠償責任保険契約の内容の概要等は次のとおりであります。
　・当社は、当社の役員等（取締役および監査役）を被保険者として、保険会社との間で

会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約（Ｄ＆Ｏ保険）を締結し
ており、被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと、または、当
該責任の追及にかかる請求を受けることによって生ずることのある損害について、填
補することとしております。

　・保険料は特約部分も含め会社が全額負担しており、被保険者の実質的な保険料負担は
ありません。

　・当該保険契約では、被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと、
または、当該責任の追及にかかる請求を受けることによって生ずることのある損害に
ついて、填補することとしております。ただし、法令違反の行為であることを認識し
て行った行為に起因して生じた損害は填補されないなど、一定の免責事由があります。

７．当事業年度中の取締役および監査役の異動は次のとおりであります。
　・2020年６月26日開催の第64期定時株主総会終結の時をもって、監査役梅本進氏は任期

満了により退任いたしました。
　・2020年６月26日開催の第64期定時株主総会において、新たに松田陽一氏は監査役に選

任され就任いたしました。
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(2) 取締役および監査役の報酬等

当事業年度に係る報酬等の総額

区　分

報酬等の

総額

（百万円）

報酬等の種類別の総額（百万円） 対象となる

役員の員数

（名）固定報酬
業績連動

報酬

非金銭

報酬等

取締役

（うち社外取締役）

111

(4)

4

(4)

106

(－)

－

(－)

6

(2)

監査役

（うち社外監査役）

14

(7)

14

(7)

－

(－)

－

(－)

5

(3)

合　計

（うち社外役員）

126

(12)

19

(12)

106

(－)

－

(－)

11

(5)

（注）１．取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。

２．取締役の報酬限度額は、1994年４月１日開催の臨時株主総会において年額500百万円以
内（ただし、使用人分給与は含まない。）と決議いただいております。当該株主総会
終結時点の取締役の員数は、14名であります。

３．監査役の報酬限度額は、1994年４月１日開催の臨時株主総会において年額50百万円以
内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は、２名であり
ます。

４．取締役および監査役の報酬等の総額には、2020年６月26日開催の第64期定時株主総会
終結の時をもって退任した監査役１名の在任中の報酬等が含まれております。なお、
当事業年度末現在の役員の員数は、取締役６名（うち社外取締役２名）および監査役
４名（うち社外監査役３名）であります。

５．当社の業績連動報酬の実績といたしましては、下記（注）６.の「役員報酬等の内容の
決定に関する方針等」に記載のとおり、当事業年度の業績連動報酬には営業利益の実
績値を基準に、役職ごとに７段階に予め用意された報酬額のテーブルによって、自動
的に算定されております。なお、営業利益を基準にした理由は、営業活動の成果を直
接的に反映し、各担当役員のインセンティブとして機能しやすい指標であるためであ
ります。

６．役員報酬等の内容の決定に関する方針等

　当社は、2021年２月10日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等にかか
る決定方針を下記のとおり、決議しております。
　また、取締役会は当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内
容の決定方法および決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合
しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。

a. 基本方針
　当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分
に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際し
ては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、取締
役社長、専務取締役、常務取締役およびその他業務執行取締役の報酬は、業績連動報
酬とし、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み固定報酬を支払うこ
ととする。なお、報酬は、決定額を月額換算して毎月支払うこととし、賞与支給は行
わない。
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ｂ. 業績連動報酬の算定方法の決定に関する方針

　取締役社長、専務取締役、常務取締役およびその他業務執行取締役は、業績（営業
利益）等を基準に７段階で評価する。

c. 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
　上記の方針に基づき、個人別の報酬等の額については、代表取締役社長の中西一真
氏が、その具体的内容の決定権の委任を受けるものとする。
　なお、委任した理由は、当社全体の業績等を俯瞰しつつ、各取締役の担当分野の評
価を上記の方針の基準に従って決定するのに適しているからである。

－ 9 －

会社の役員に関する事項



(3) 社外役員に関する事項

 ① 当事業年度における主な活動状況

区 分 氏 名
出席状況、発言状況および社外取締役に期待
される役割に関して行った職務の概要

社外取締役  井 一 成
取締役会８回中８回出席し、弁護士としての専門的見地
から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保する
ための発言を行っております。

社外取締役 長 昌 ル ミ
取締役会８回中８回出席し、長年にわたる会社経営の豊
富な知識や経験を活かし、取締役会の意思決定の妥当
性・適正性を確保するための発言を行っております。

社外監査役 伊 藤 卓 也
取締役会は８回中８回、監査役会は６回中６回それぞれ
出席し、他社において培われた豊富な知識・経験に基づ
く助言・提言を適宜行っております。

社外監査役 権 藤 健 一
取締役会は８回中８回、監査役会は６回中６回それぞれ
出席し、弁護士としての専門的見地から、助言・提言を
適宜行っております。

社外監査役 横 林 史 郎
取締役会は８回中８回、監査役会は６回中６回それぞれ
出席し、税理士としての専門的見地から、助言・提言を
適宜行っております。

 ② 責任限定契約の内容の概要

  当社と各社外取締役および各社外監査役は、会社法第423条第１項の損害

賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償

責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額としております。
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５．会計監査人に関する事項

(1) 会計監査人の名称 EY新日本有限責任監査法人

(2) 会計監査人に対する報酬等の額

区 分 報 酬 等 の 額

当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額 25,000千円

当社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利
益の合計額

25,000千円

（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法

　　に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できません

　　ので、当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額にはこれらの合計額を記載し

　　ております。

　　　２．監査役会は、前事業年度における監査実績の分析・評価、監査計画と実績の対比、当

　　事業年度の監査計画における監査日数および報酬額の見積りの相当性等について検討

　　の結果、会計監査人の報酬等について同意の判断をいたしました。

(3) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

　監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があ

ると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に

関する議案の内容を決定いたします。

　また、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認

められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。

この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会

におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
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６．業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用状況
(1) 業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要

　　取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体

　制その他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要

　は以下のとおりであります。

　①　取締役、使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保す

　るための体制

　　当社は、経営の基本方針に則った「行動規範」を策定し、代表取締役社

　長がその精神を役職者はじめ全使用人に継続的に伝達することにより、法

　令遵守と社会倫理の遵守を企業活動の原点とすることを徹底し、内部監査

　室がコンプライアンス体制の構築、維持、整備にあたる。

　　監査役および内部監査室は連携しコンプライアンス体制の調査、法令な

　らびに定款上の問題の有無を調査し、取締役会に報告する。取締役会は定

　期的にコンプライアンス体制を見直し、問題点の把握と改善に努める。

　　また、当社は、使用人が法令もしくは定款上疑義のある行為等を認知し、

　それを告発しても、当該使用人に不利益な扱いを行わない。

　②　取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

　　取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理は、文書または電磁的

　媒体に記録し保存する。

　　監査役は取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理について、関

　連諸規程に準拠して実施されているかについて監査し、必要に応じて取締

　役会に報告する。

　③　損失の危険の管理に関する規程その他の体制

　　リスクを体系的に管理するため、「与信管理規程」等のリスクに対する

　関連諸規程に基づき、内部監査室が全社的なリスクを総括して管理する。

　　内部監査室は監査役と連携をとりながら各部門のリスク管理状況を監査

　し、その結果を取締役会に報告する。取締役会は定期的にリスク管理体制

　を見直し、問題点の把握と改善に努める。

　④　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

　　中期経営計画および年次経営計画に基づいた各部門の目標に対し、各部

　門取締役は、経営計画に基づいた各部門が実施すべき具体的な施策および

　効率的な業務遂行体制を決定する。

　　各部門取締役は、取締役会および本部長会において定期的に報告し、施

　策および効率的な業務の執行体制を阻害する要因の分析とその改善を図る。
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　　⑤　監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における

　　　　当該使用人に関する事項、および当該使用人の取締役からの独立性に関

　　　　する事項

　　監査役が、その職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、取締

　役会は、監査役と協議の上、監査役を補助すべき使用人を指名することが

　できる。また、監査役が指定する補助すべき期間中は、指名された使用人

　への指揮権は監査役に委譲されたものとし、取締役の指揮命令は受けない

　ものとする。

　⑥　取締役および使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役へ

　の報告に関する体制

　　取締役および使用人は、当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項お

　よび不正行為や法令ならびに定款に違反する行為を認知した場合、直ちに

　監査役に報告するものとする。

　⑦　その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

　　監査役は重要な意思決定の手順や業務の執行状況を把握するため、取締

　役会等の重要会議に出席するとともに、稟議書類等業務の執行に係る重要

　な文書を閲覧し、取締役および使用人に説明を求めることとする。

　　また、監査役はその独立性と権限により、監査の実効性を確保するとと

　もに、内部監査室および会計監査人と緊密な連携を保ちながら自らの監査

　成果の達成を図る。

　　なお、監査役がその職務の執行について、費用の前払いまたは償還等の

　請求を行った時は、当該請求に係る費用または債務が監査役の職務の執行

　に必要でないことを証明した場合を除き、速やかに当該請求に係る費用ま

　たは債務の処理を行うものとする。

　(2) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

　　　当事業年度中における業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

　　は以下のとおりであり、適切に運用されていることを確認しております。

　　・取締役会を８回開催し、重要事項を決議するとともに職務の執行状況を報

　　　告し、業務執行の監督を行いました。

　　・監査役会を６回開催し、各監査役の監査状況を報告するとともに内部監査

　　　室より内部監査の報告を受け、業務執行の監査を行いました。

　　・財務報告に係る内部統制評価の実施および評価結果の検討等のために本部

　　　長会で適宜審議いたしました。
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貸　借　対　照　表
（2021年３月31日現在）

（単位：千円）

資 産 の 部 負 債 の 部
科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受 取 手 形

売 掛 金

商 品 及 び 製 品

仕 掛 品

原 材 料 及 び 貯 蔵 品

前 渡 金

前 払 費 用

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

構 築 物

機 械 及 び 装 置

車 両 運 搬 具

工具、器具及び備品

土 地

リ ー ス 資 産

建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ エ ア

電 話 加 入 権

ソフトウエア仮勘定

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

出 資 金

破 産 更 生 債 権 等

長 期 前 払 費 用

前 払 年 金 費 用

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

14,616,028

3,492,318

771,053

7,349,599

1,371,548

899,038

555,283

54,386

96,423

27,188

△812

11,303,373

8,802,696

3,883,946

117,241

566,430

6,210

132,733

4,054,948

24,476

16,710

467,417

308,157

10,300

148,960

2,033,259

1,085,588

226,648

620

8,509

71,538

257,812

316,320

74,742

△8,521

流 動 負 債 7,863,576
支 払 手 形 589,979
電 子 記 録 債 務 1,190,002
買 掛 金 3,125,687
短 期 借 入 金 400,000
１年内返済予定の長期借入金 800,000
リ ー ス 債 務 6,910
未 払 金 224,939
未 払 費 用 393,605
未 払 法 人 税 等 390,030
未 払 消 費 税 等 207,934
前 受 金 155,167
預 り 金 62,725
前 受 収 益 10,359
賞 与 引 当 金 303,557
そ の 他 2,677

固 定 負 債 1,676,386
長 期 借 入 金 500,000
リ ー ス 債 務 19,857
退 職 給 付 引 当 金 1,055,221
資 産 除 去 債 務 52,172
そ の 他 49,135

負 債 合 計 9,539,963
純 資 産 の 部

株 主 資 本 16,471,340
資 本 金 1,445,600
資 本 剰 余 金 1,537,125
資 本 準 備 金 1,537,125
利 益 剰 余 金 13,491,278
利 益 準 備 金 86,779
そ の 他 利 益 剰 余 金 13,404,499
圧 縮 記 帳 積 立 金 18,677
別 途 積 立 金 3,930,000
繰 越 利 益 剰 余 金 9,455,822

自 己 株 式 △2,663
評価・換算差額等 △91,902
その他有価証券評価差額金 515,676
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 1,119
土地再評価差額金 △608,697

純 資 産 合 計 16,379,438

資 産 合 計 25,919,401 負 債 純 資 産 合 計 25,919,401
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損　益　計　算　書

( 2020年４月１日から
2021年３月31日まで )

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 28,641,833

売 上 原 価 21,956,780

売 上 総 利 益 6,685,052

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 5,369,736

営 業 利 益 1,315,316

営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 16,856

仕 入 割 引 49,394

補 助 金 収 入 26,862

そ の 他 25,137 118,250

営 業 外 費 用

支 払 利 息 11,488

支 払 手 数 料 1,502

そ の 他 3,624 16,616

経 常 利 益 1,416,950

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 158 158

税 引 前 当 期 純 利 益 1,416,792

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 528,976

法 人 税 等 調 整 額 △43,442 485,533

当 期 純 利 益 931,258
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株主資本等変動計算書

( 2020年４月１日から
2021年３月31日まで )

（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金

資本剰余金 利 益 剰 余 金

自己株式
資本準備金 利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合　　　計圧縮記帳

積 立 金
別 途
積 立 金

繰越利益
剰 余 金

2 0 2 0年 ４ 月 １ 日 　 残 高 1,445,600 1,537,125 86,779 22,137 3,930,000 8,710,177 12,749,094 △2,663

事業年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △189,074 △189,074

当 期 純 利 益 931,258 931,258

圧縮記帳積立金の取崩 △3,460 3,460 －

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
事業年度中の変動額(純額)

事業年度中の変動額合計 － － － △3,460 － 745,644 742,184 －

2 0 2 1年３月3 1日　残高 1,445,600 1,537,125 86,779 18,677 3,930,000 9,455,822 13,491,278 △2,663

株 主 資 本 評 価 ・ 換 算 差 額 等

純資産合計株 主 資 本
合 　 　 計

その他有価
証券評価差
額 金

繰延ヘッジ
損 益

土地再評価
差 額 金

評価・換算
差額等合計

2020年４月１日　残高 15,729,155 387,225 527 △608,697 △220,944 15,508,211

事業年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △189,074 △189,074

当 期 純 利 益 931,258 931,258

圧縮記帳積立金の取崩 － －

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
事業年度中の変動額(純額)

128,451 591 129,042 129,042

事業年度中の変動額合計 742,184 128,451 591 － 129,042 871,227

2021年３月31日　残高 16,471,340 515,676 1,119 △608,697 △91,902 16,379,438
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個別注記表

Ⅰ．重要な会計方針に係る事項に関する注記

１．有価証券の評価基準及び評価方法

　　　子会社株式

　　　　　時価のないもの・・・・・移動平均法による原価法を採用しております。

その他有価証券

時価のあるもの・・・・・決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純

資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により

算定）を採用しております。

時価のないもの・・・・・移動平均法による原価法を採用しております。

２．デリバティブの評価基準及び評価方法

　時価法を採用しております。

３．たな卸資産の評価基準及び評価方法

(1）商品・原材料・仕掛品（標準部品）

　総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法に

より算定）を採用しております。

(2）製品・仕掛品（その他）

　個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法によ

り算定）を採用しております。

(3）貯蔵品

　最終仕入原価法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの

方法により算定）を採用しております。

４．固定資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産（リース資産を除く）

定率法を採用しております。

ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属

設備を除く）並びに2016年４月１日以降に取得した建物

附属設備及び構築物については、定額法を採用しており

ます。

なお、主な耐用年数は、以下のとおりであります。

建物　　　　　　　　　３～50年

有形固定資産　その他　２～30年
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(2）無形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウエアについては、社内におけ

る利用可能期間（５年）に基づいております。

(3）リース資産　　　　　　　　　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

を採用しております。

(4）長期前払費用　　　　　　　　定額法を採用しております。

５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

　外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益と

して処理しております。

６．引当金の計上基準

(1）貸倒引当金　　　　　　　　　債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒

実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個

別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上してお

ります。

(2）賞与引当金　　　　　　　　　従業員の賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額の

うち当事業年度の負担額を計上しております。

(3）退職給付引当金　　　　　　　従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における

退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上してお

ります。

① 退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事

業年度末までの期間に帰属させる方法については、給

付算定式基準によっております。

② 数理計算上の差異の費用処理方法

数理計算上の差異については、各事業年度の発生時に

おける従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数

（10年）による定額法により按分した額を、それぞれ

発生の翌事業年度から費用処理しております。

なお、年金資産の額が企業年金制度に係る退職給付債

務に当該企業年金制度に係る未認識数理計算上の差

異等を加減した額を超えている場合には、貸借対照表

の前払年金費用に計上しております。
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７．その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

(1）ヘッジ会計の方法

① ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっております。また、為替変動リスクのヘッジについて振当処理の

要件を充たしている場合には振当処理を採用しております。

② ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ会計を適用したヘッジ対象とヘッジ手段は以下のとおりであります。

ヘッジ手段…為替予約

ヘッジ対象…商品輸入による外貨建買入れ債務及び外貨建予定取引

③ ヘッジ方針

主に当社の内規である「デリバティブ取引管理規程」に基づき、為替変動リスクをヘッ

ジしております。

④ ヘッジの有効性評価の方針

ヘッジ対象の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段の相場変動又は

キャッシュ・フロー変動の累計を比較し、その変動額の比率によって有効性を評価して

おります。

(2）消費税等の会計処理　　　　税抜方式によっております。

Ⅱ．表示方法の変更に関する注記

　「会計上の見積りの開示に関する会計基準」（企業会計基準第31号　2020年３月31日）を

当事業年度より適用し、（会計上の見積りに関する注記）を開示しております。

Ⅲ．会計上の見積りに関する注記

　　　繰延税金資産の回収可能性

(1）当事業年度の計算書類に計上した金額

繰延税金資産(純額) 316,320千円

(2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

　将来の利益計画に基づいて将来の課税所得を検討し、近い将来の経営環境の著しい変化の

有無を検討した上で、実現可能性が高いと考えられる金額を繰延税金資産として計上してお

ります。将来の課税所得については、新型コロナウイルス感染症の影響を反映した将来予測

に基づき算定しております。しかしながら、繰延税金資産の全部又は一部について回収可能

性がないと判断した場合、その金額を評価性引当額として繰延税金資産から控除し、また、

同額を法人税等調整額として計上することとなります。

　なお、新型コロナウイルス感染症の当社の事業活動への影響については限定的であると考

えておりますが、国や各地方自治体が置かれている状況、政府による緊急事態宣言下での外

食産業の実情を鑑みると、この様な影響が一定期間続くものと見込んでおります。
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Ⅳ．貸借対照表に関する注記

１．担保に供している資産及び担保に係る債務

　(1）担保に供している資産は、次のとおりであります。

建物 359,847千円

土地 1,513,279

計 1,873,127

　　上記に対応する債務は、次のとおりであります。

短期借入金 200,000千円

長期借入金 300,000

計 500,000

(2）当社が出資しているＰＦＩ事業に関する事業会社（８社）の借入債務に対して担保を提

供しており、担保に供する資産は以下のとおりであります。

普通預金 153,094千円

投資有価証券 11,900

計 164,994

２．有形固定資産の減価償却累計額 3,808,788千円

３．関係会社に対する金銭債権債務

短期金銭債権 19,592千円

４．土地の再評価

　「土地の再評価に関する法律」（平成10年３月31日公布法律第34号）に基づき事業用の

土地の再評価を行い土地再評価差額金を純資産の部に計上しております。再評価の方法に

ついては「土地の再評価に関する法律施行令」（平成10年３月31日公布政令第119号）第２

条第４号に定める方法により算出しております。

再評価を行った年月日 2002年３月31日

再評価を行った土地の当期末における時
価と再評価後の帳簿価額との差額

669,583千円
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５．コミットメントライン契約

　当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行１行とコミットメントラ

イン契約を締結しております。コミットメントライン契約に基づく事業年度末の借入未実

行残高は次のとおりであります。

コミットメントラインの総額 1,000,000千円

借入実行残高 －

差引額 1,000,000

Ⅴ．損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

　　　営業取引による取引高

　売上高 18,034千円

Ⅵ．株主資本等変動計算書に関する注記

１．当事業年度末の発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

当事業年度期首
株式数(株)

当事業年度増加
株式数(株)

当事業年度減少
株式数(株)

当事業年度末株
式数(株)

発行済株式

普通株式 6,306,000 － － 6,306,000

合計 6,306,000 － － 6,306,000

自己株式

普通株式 3,521 － － 3,521

合計 3,521 － － 3,521

２．剰余金の配当に関する事項

(1）配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の
総額(千円)

１株当たり
配当額(円)

基 準 日 効 力 発 生 日

2020年６月26日
定時株主総会

普 通 株 式 189,074 30.00 2020年３月31日 2020年６月29日

(2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

（決議予定） 株式の種類
配当金の
総額(千円)

配当の原資
１株当たり
配当額(円)

基 準 日 効 力 発 生 日

2021年６月29日
定時株主総会

普 通 株 式 201,679 利益剰余金 32.00 2021年３月31日 2021年６月30日
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Ⅶ．税効果会計に関する注記

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

退職給付引当金 321,842千円

未払金 4,294

未払給与社会保険料 10,474

賞与引当金 92,584

未払賞与社会保険料 14,093

たな卸資産評価損 18,414

投資有価証券評価損 11,909

貸倒引当金 2,846

試験研究費 123,369

未払事業税 23,021

資産除去債務 15,912

減損損失 3,624

その他 14,858

繰延税金資産小計 657,246

評価性引当額 △17,871

繰延税金資産合計 639,374

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △221,078

前払年金費用 △78,632

固定資産圧縮積立金 △8,196

その他 △15,146

繰延税金負債合計 △323,054

繰延税金資産の純額 316,320
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Ⅷ. 金融商品に関する注記

１．金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

資金運用

資金運用は、短期的な預金等及び安全性の高い金融資産での運用に限定しておりま

す。

資金調達

資金調達は、銀行等の金融機関からの借入により行っております。また、デリバテ

ィブについては、外貨建ての営業債権債務に係る為替の変動リスクを回避するための

取引及び長期借入金の金利変動リスクを回避するための取引に限定し、投機的な取引

は行わない方針であります。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

金融資産

営業債権：信用リスク（取引先の契約不履行による回収遅延及び回収不能）

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の財務状況等に係る信用リスクに晒

されております。

投資有価証券及び関係会社株式：市場リスク（価額変動）及び財務状況悪化リスク

投資有価証券及び関係会社株式である株式は、上場株式には市場価格の変動リス

ク、非上場株式には財務状況の悪化リスクが存在しております。なお、株式の取得

は業務上の関係を有する企業に関連したものに限定し、投機的な取引は行わない方

針であります。

金融負債

営業債務：流動性リスク（資金繰り）及び市場リスク（為替変動）

営業債務である支払手形、電子記録債務及び買掛金は、短期に支払期日が到来す

るため、資金繰りに関する流動性リスクが存在しております。また、買掛金の一部

には、原料等の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替変動リスクが存在しており

ます。

借入金：流動性リスク（資金繰り）及び市場リスク（金利変動）

借入金には、資金繰りに関する流動性リスク及び市場における金利変動リスクが

存在しております。

償還期限について

借入金の償還期限は最長２年であります。
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デリバティブ

外貨建ての営業債権債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジを目的とした先物

為替予約取引であります。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッ

ジ方針、ヘッジの有効性評価の方針等については、前述「Ⅰ．重要な会計方針に係る

事項に関する注記「７．その他計算書類作成のための基本となる重要な事項「(1) ヘ

ッジ会計の方法」」」をご参照ください。

(3) リスク管理体制

信用リスク

与信管理規程に従い、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況

等の悪化等による不良債権の発生防止に努めております。

市場リスク（価額変動）及び財務状況悪化リスク

定期的に時価を把握し、必要に応じて取締役会に報告しております。また、取引先

企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。

市場リスク（為替変動・金利変動）

必要に応じてヘッジ取引を目的とした先物為替予約取引及び金利スワップ取引によ

るリスク管理を行うものとしております。

流動性リスク（資金繰り）

資金管理取扱規程に従い、適時に資金計画を作成して資金繰りを管理しております。

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

的に算定された価額を採用しております。よって、当該価額の算定において異なる前

提条件等を採用することにより当該価額が変動することがあります。

また、「２．金融商品の時価等に関する事項」におけるデリバティブ取引に関する

契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すもの

ではありません。
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２．金融商品の時価等に関する事項

2021年３月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりで

あります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりま

せん（（注）２．参照）。

貸借対照表計上額
（千円）

時　　価
（千円）

差　　額
（千円）

(1) 現金及び預金 3,492,318 3,492,318 －

(2) 受取手形 771,053 771,053 －

(3) 売掛金 7,349,599 7,349,599 －

(4) 投資有価証券

　　　　その他有価証券 1,060,308 1,060,308 －

資産計 12,673,279 12,673,279 －

(1) 支払手形 589,979 589,979 －

(2) 電子記録債務 1,190,002 1,190,002 －

(3) 買掛金 3,125,687 3,125,687 －

(4) 短期借入金 400,000 400,000 －

(5) １年内返済予定の長期借入金 800,000 800,000 －

(6) 長期借入金 500,000 500,000 －

負債計 6,605,669 6,605,669 －

デリバティブ取引（*） 1,610 1,610 －

（*）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の

債務となる項目については（　）で示しております。

（注）１．金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

資　産

(1) 現金及び預金

預金は全て短期であるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿

価額によっております。

(2) 受取手形、(3) 売掛金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当

該帳簿価額によっております。
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(4) 投資有価証券

株式は取引所の価格によっております。

なお、有価証券はその他有価証券として保有しており、これに関する貸借対照

表計上額と取得原価との差額は以下のとおりであります。

種類
取得原価
（千円）

貸借対照表計上額
（千円）

差　　額
（千円）

貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの 株式 335,462 1,060,308 724,845

合計 335,462 1,060,308 724,845

負　債

(1) 支払手形、(2) 電子記録債務、(3) 買掛金、(4) 短期借入金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当

該帳簿価額によっております。

(5) １年内返済予定の長期借入金、(6) 長期借入金

長期借入金の現在価値については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った

場合に想定される利率で割り引いて算定しております。また、変動金利による長

期借入金については、短期間で市場金利を反映するため、時価は帳簿価額にほぼ

等しいことから、当該帳簿価額によっております。

デリバティブ取引

　デリバティブ取引の時価については、取引先金融機関等から提示された価格等に

基づき算定しております。

（注）２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

区分 貸借対照表計上額（千円）

非上場株式

その他有価証券 25,280

関係会社株式 226,648

これらのその他有価証券及び関係会社株式には市場価格がなく、時価を把握すること

が極めて困難であると認められることから、時価開示の対象としておりません。
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Ⅸ．賃貸等不動産に関する注記

１．賃貸等不動産の状況に関する事項

　当社では、東京都において、当社で使用するオフィスビル（土地を含む。）を所有してお

り、一部を賃貸用オフィスとして使用しております。

２．賃貸等不動産の時価に関する事項

    　（単位：千円）

貸借対照表計上額 時価

1,476,373 1,799,900

(注) １．貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額でありま

す。

　　 ２．当事業年度末の時価は、主として社外の不動産鑑定士による不動産鑑定評価書

に基づく金額であります。

Ⅹ．１株当たり情報に関する注記

１株当たり純資産額 2,598円89銭

１株当たり当期純利益 147円76銭
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会計監査人の監査報告書　謄本

独立監査人の監査報告書

2021年５月21日

株式会社中西製作所
取締役会　御中

EY新日本有限責任監査法人
大　 阪　 事　 務　 所

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 栗 原 裕 幸 

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 木 村 容 子 

監査意見

当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社中西製作所の2020
年４月１日から2021年３月31日までの第65期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、
損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書
類等」という。）について監査を行った。

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業
会計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要
な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査
を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人
の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従っ
て、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な
虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統
制を整備及び運用することが含まれる。

　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成
することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企
業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を
開示する責任がある。

　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務
の執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又
は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書に
おいて独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正
又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意
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思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過

程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表
示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の
判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものでは
ないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案す
るために、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われ
た会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、ま
た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象
又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に
関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項
に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でな
い場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状
況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業
会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の
表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示して
いるかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の

実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基
準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に

関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる
事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容
について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき

利害関係はない。
以　上
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監査役会の監査報告書　謄本

監　査　報　告　書
当監査役会は、2020年４月１日から2021年３月31日までの第65期事業年度の取締役の職務

の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成
し、以下のとおり報告いたします。
１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
(1）監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結
果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況につい
て報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

(2）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担
等に従い、取締役、内部監査室その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監
査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。
①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況に
ついて報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び
主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。

②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保
するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして会社
法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内
容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役
及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じ
て説明を求め、意見を表明いたしました。

③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検
証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応
じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを
確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品
質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知
を受け、必要に応じて説明を求めました。なお、監査上の主要な検討事項については、
会計監査人EY新日本有限責任監査法人と協議を行うとともに、その監査の実施状況に
ついて報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸
借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書につ
いて検討いたしました。

２．監査の結果
(1）事業報告等の監査結果
①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示してい
るものと認めます。

②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実
は認められません。

③内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該
内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、
指摘すべき事項は認められません。

(2）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2021年５月21日

株式会社中西製作所　監査役会

常勤監査役 松 田 陽 一 

社外監査役 伊 藤 卓 也 

社外監査役 権 藤 健 一 

社外監査役 横 林 史 郎 

以　上
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株主総会参考書類

第１号議案　剰余金の処分の件

　剰余金の処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

期末配当に関する事項

　第65期の期末配当につきましては、株主の皆さまへの利益還元を経営

上の重要課題のひとつと考え、安定配当の維持を基本としながら、当事

業年度の業績ならびに将来の事業展開等を勘案いたしまして、以下のと

おりといたしたいと存じます。

①　配当財産の種類

金銭といたします。

②　配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式１株につき金32円といたしたいと存じます。

なお、この場合の配当総額は201,679,328円となります。

③　剰余金の配当が効力を生ずる日

2021年６月30日といたしたいと存じます。
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第２号議案　取締役５名選任の件

　本総会終結の時をもって、取締役全員（６名）は任期満了となります。つ

きましては、取締役５名の選任をお願いいたしたいと存じます。

　取締役候補者は次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
( 生 年 月 日 )

略歴、当社における地位および担当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する
当社株式
の 数

１

なか

中
にし

西
かず

一
ま

真

(1981年９月29日生)

2008年３月　当社入社

2016年４月　当社管理部長

2017年６月　当社代表取締役副社長

2018年６月　当社代表取締役社長（現任）

550,900株

※

２

ひら

平
やま

山
やす

康
お

雄

(1964年11月９日生)

1983年３月　当社入社

2005年６月　当社名古屋支店長

2016年６月　当社営業本部西日本ブロック

長

2019年６月　当社執行役員営業統括（現任）

2019年10月　株式会社アイチ製菓機械

　　　　　　代表取締役社長（現任）

100株

※

３

うえ

上
むら

村
たつ

辰
や

也

(1964年11月18日生)

1988年５月　当社入社

2012年３月　当社中四国支店長

2019年６月　当社執行役員奈良工場長

　　　　　　（現任）

－株

４

つじ


い

井
かず

一
なり

成

(1955年11月12日生)

1986年４月　弁護士登録（大阪弁護士会）

1991年４月　井法律事務所開設

1999年７月　堂島総合法律事務所開設

　　　　　　同事務所パートナー弁護士

　　　　　　（現任）

2015年６月　当社社外取締役（現任）

－株

５

なが

長
よし

昌
る

ル
み

ミ

(1977年１月26日生)

1997年４月　株式会社高等進学塾

　　　　　　取締役

2004年６月　社会福祉法人隆生福祉会

　　　　　　理事（現任）

2006年９月　医療法人優心ながよしデンタル

　　　　　　クリニック

　　　　　　理事・副院長（現任）

2011年２月　株式会社高等進学塾

　　　　　　代表取締役

2016年11月　株式会社高等進学塾

　　　　　　代表取締役退任

2019年６月　当社社外取締役（現任）

－株

（注）１．※印は、新任の取締役候補者であります。

２．各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

３．社外取締役候補者に関する事項
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　①　候補者井一成氏は社外取締役候補者であり、現在、当社の社外取締役であります

が、社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって６年となります。なお、

当社は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

　　　候補者長昌ルミ氏は社外取締役候補者であり、現在、当社の社外取締役であります

が、社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって２年となります。なお、

当社は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

　②　社外取締役候補者の選任理由および期待される役割の概要は、次のとおりでありま

す。

　　　井一成氏を社外取締役候補者とした理由は、同氏は、弁護士として企業法務に精

通しており、その豊富な専門知識や経験等を活かして、取締役の職務の執行に対する

監督、助言等いただくこと、および客観的・中立的立場で当社の役員候補の選定等の

決定について関与、監督等いただくことを期待したためであります。なお、同氏は社

外役員となること以外の方法で直接会社経営に関与された経験はありませんが、上記

の理由により社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断いたし

ました。

　長昌ルミ氏を社外取締役候補者とした理由は、同氏は、社会福祉法人隆生福祉会等

の経営に長年にわたって携わられ、会社経営に精通しており、その豊富な知識や経験

等を活かして、取締役の職務の執行に対する監督、助言等いただくこと、および客観

的・中立的立場で当社の役員候補の選定等の決定について関与、監督等いただくこと

を期待したためであります。

　③　両氏は当社または当社の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産を受ける予定

はなく、また過去２年間に受けていたこともありません。

　④　両氏は当社または当社の特定関係事業者の業務執行者または役員の配偶者、三親等

以内の親族その他これに準ずる者ではありません。

　⑤　当社は、両氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の

損害賠償責任を限定する契約を締結しております。なお、当該契約に基づく損害賠償

責任の限度額は、同法第425条第１項に定める最低責任限度額としており、両氏の選任

が承認可決された場合は、両氏との当該契約を継続する予定であります。

４．当社は、当社の役員等（取締役および監査役）を被保険者として、保険会社との間で

会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約（Ｄ＆Ｏ保険）を締結して

おり、被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと、または、当該責

任の追及にかかる請求を受けることによって生ずることのある損害について、填補する

こととしております。各候補者の選任が承認可決された場合、当該保険契約の被保険者

に含まれることになります。

　　また、当該保険契約は次回更新時には当社と当社の非連結子会社を対象とした同内容

での更新を予定しております。
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第３号議案　監査役１名選任の件

　本総会終結の時をもって、監査役伊藤卓也氏は任期満了となりますので、

監査役１名の選任をお願いいたしたいと存じます。

　なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

　監査役候補者は次のとおりであります。

氏 名
( 生 年 月 日 )

略 歴 お よ び 当 社 に お け る 地 位
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する
当社株式
の 数

もり

森
いわお

巌

(1958年３月26日生)

1982年４月　株式会社富士銀行

　　　　　（現 株式会社みずほ銀行）入行

2011年１月　日油株式会社入社

　　　　　　　経営企画室　海外担当部長

2021年４月　日油株式会社退社

－株

（注）１．森巌氏は、新任の社外監査役候補者であります。

２．候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

３．森巌氏は、これまで他社において海外部門、内部監査部門での豊富な経験を有してお

り、これらの経験と見識を適正な監査活動に活かしていただく観点から、社外監査役候

補者といたしました。

４．当社は、他の社外監査役との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条

第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。なお、当該契約に基づく損

害賠償責任の限度額は、同法第425条第１項に定める最低責任限度額としております。当

社は、森巌氏の選任が承認可決された場合、同氏との間で会社法第427条第１項の規定に

基づき、同法第425条第１項に定める最低責任限度額を限度として同法第423条第１項の

損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。

５．当社は、当社の役員等（取締役および監査役）を被保険者として、保険会社との間で

会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約（Ｄ＆Ｏ保険）を締結して

おり、被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと、または、当該責

任の追及にかかる請求を受けることによって生ずることのある損害について、填補する

こととしております。森巌氏の選任が承認可決された場合、当該保険契約の被保険者に

含まれることになります。

　　また、当該保険契約は次回更新時には当社と当社の非連結子会社を対象とした同内容

での更新を予定しております。
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【ご参考】役員選任議案可決後の体制

第２号議案および第３号議案が原案通り承認可決された場合、役員の構成は
次のとおりとなる予定であります。なお、取締役５名のうち独立社外取締役２名
（比率40％）となる予定であります。

　ご参考までに各役員に期待する分野を記載しております。

氏    名 属　性 在任期間

特に専門性を期待する分野

経営トッ

プ経験

製造・

開発

営業・

マーケテ

ィング

管理・

財務

法務・

リスク

管理

海外

取

締

役

中西　一真 ４年 ○ ○ ○

平山　康雄 － ○ ○

上村　辰也 － ○ ○

井　一成 社外・独立 ６年 ○

長昌　ルミ 社外・独立 ２年 ○

監

査

役

松田　陽一 １年 ○

権藤　健一 社外・独立 ６年 〇

横林　史郎 社外・独立 ６年 ○

森　　巌 社外 － ○

以　上
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株主総会会場ご案内図
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地下鉄
扇町駅
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扇町
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至桜橋

地下鉄
南森町駅

大阪天満宮駅

国道１号線

至桜宮橋

最寄り駅からの
徒歩ルート

南森町
出口

至大阪

扇町公園

扇町入口

OAPタワー

西出口

源八橋
東詰

③出口 ⑨出口

源八橋

注意

源八橋東詰交差点にて、

OAPタワー側に横断の上、

源八橋をお渡りください。

会場 大阪市北区天満橋一丁目８番30号　ＯＡＰタワー24階
ＴＫＰガーデンシティ大阪ＯＡＰタワー
電話（０６）４８０１－８９５５

交通のご案内 ●JR環状線 桜ノ宮駅西出口より徒歩約10分
●JR東西線 大阪天満宮駅⑨号出口より徒歩約10分
●地下鉄谷町線・堺筋線 南森町駅③号出口より徒歩約15分
（大阪天満宮駅と南森町駅は地下通路でつながっております。）
◎株主総会にご出席の株主様にお配りしておりましたお

土産は中止とさせていただきます。何卒ご理解賜りま
すようお願い申しあげます。

地図（A案）


